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４月 
・はじまりの 

  つどい 

･園外保育 

･よもぎつみ 

5 月 
・苗植え 

種まき 

・春の遠足 

 

6 月 
･交通安全 

指導 

・歯磨き指導 

 

7 月 
・七夕おたのし

み会 

・プールあそび 

・個人懇談 

・水あそび・ 

プール参観 

8 月 
･陶芸教室 
･平和を願う

親子映画会 
 

9 月 

・運動会予行 

10月 
・運動会 

・さつま芋 

掘り 

・秋の遠足 

11月 
・市民センター展 

出展 

・やきいも 

・親子遠足 

12月 
･クリスマス 

おたのしみ会 

１月 

･お正月 

あそび 

・地域交流会 

2 月 
・修了記念 

撮影 

・生活発表会 
（3・4・5歳児) 

3 月 
・入所説明会 

・お別れ会 

・卒園式 

🌼保育目標🌼 

生き生きとあそぶ子ども 
○こ  困ったときに支えあえる子ども 

○も  目的に向かって共に育ちあう子ども 

○は  はっきりと自分の思いを言える子ども 

○ら  からだも心もしなやかに生きる子ども 

 

 

 

 

 
 

 

〈職員配置〉 
・所長・・・・・・・１名  ・副所長・・・・・１名 

・保育士・・・・・児童数等に応じ必要数を配置しています。 

   （配置基準） １歳児４：１    ２歳児６：１  

３歳児１５：１  ４・５歳児２５：１ 

・給食調理員・・２名（栄養バランスのとれた手作り給食・ 

手作りおやつ、離乳食・アレルギー対応食を実施 

しています。） 

・看護師が月に数回、巡回訪問しています。 

〈一時預かり事業について〉 

  ・地域の子育て支援として行っている事業です。 

（1歳児より利用できます。） 

〈月～金曜日〉8:00                            18:00 

 

8:00                     16:30  18:00 

 

〈土曜日〉 8:00              13:00   

 

8:00    8:30             13:00 

  

〈休園日〉 

日曜日・祝日・年末年始（12/29～1/3） 

保育標準時間利用 
【就労等の実態に合わせて認定された時間区分での利用となります】 

薦原保育所は 

生きる力を育み、学ぶ意欲を育てます 
自然豊かな環境で、子どもたちの個性を大切にし、一

人ひとりの意欲や力を引き出す保育を目指していま

す。 

少人数でアットホームな環境を活かして、異年齢活動

に取り組んでいます。また、保育士が子ども一人ひと

りに丁寧に関わっています。 

保護者や地域の方々と共に、つながりを大切にした 

保育をすすめています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      保育短時間利用 
時間外 

保育 

 

保育利用時間について 

保育標準時間 

 認定の方 

 

保育標準時間利用 

保育短時間 

 認定の方 

保育標準時間 

 認定の方 

 
保育短時間 

 認定の方 

保育短時間利用 
時間外 

保育 

 

時間外 

保育 

 

 

 

 

毎月 ・・・ 身体計測 避難訓練  

ボランティアさんによるお話会 

貸し出し絵本 サッカー教室(５歳児)  

月 2回・・・やまなみ号図書貸し出し利用(５歳児） 

週１回・・・もこもこデー(異年齢交流) 

なかよし広場（未就園児親子） 

   年数回・・・ＡＬＴ(英語教室 ５歳児) 

         ピカ１学級（授業体験 ５歳児） 

 

※ 内科健診 歯科健診 交通安全指導 個人懇談 

保育参加 クラス懇談会 地域交流等を行っています。 

※ 園外保育、野外体験活動を随時行なっています。 

※ 子育てに関する心配や不安解消に向けた悩み相談を 

受け付けています。 

 

 



◎保育料及び副食費以外にかかる諸経費について 

・入所の際には新学期用品の購入が必要となります。 

（入所児年齢によって金額が変わってきます。） 

・保護者会費（令和６年度は、月４００円） 

・親子遠足に係る交通費等が必要となってきます。 

 

◎緊急児等における対応方法について 

保育中に園児に病状の急変・事故の発生・緊急

事態等が生じたときは、市や園児の保護者に連

絡し、速やかに嘱託医又は園児の主治医に連絡

するなど、必要な措置を講じます。 

◎非常時対策について 

非常時に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者

または、火気・消防についての責任者を定め、毎月

１回避難及び消火にかかる訓練を実施しています。 

◎おむつについて使用済みおむつは園内で処分しています。 

 

◎虐待防止の措置として 

子どもの人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任

者の設置、体制の整備を行うなどとともに、職員に対

する研修の実施、その他必要な措置を講じています。 

 

大 切 に し て い る こ と 

登り棒 

ブランコ 

バラのアーチ 
ジ
ャ
ン
グ
ル
ジ
ム 

鉄棒 

正門 
 

  
 体験する事を大切に   

  ・ 幼い子どもが成長するためには、見る・聞く・触るな 

ど 体全体でいろいろな体験をすることが大切です。 

・ 保育士や友だちとの関わり、ルールある集団生活など 

の社会生 活も 園庭で虫をつかまえたり、ドングリを 

拾ったりなど、自然に触れて遊ぶ こともすべてが貴重 

な体験となります。   

・ 健全でバランスのとれた成長を図る ため 、保育士は、 

毎日の 生活 を大切にし、子ども 

 

一 達一人ひとりの 体 

の育ちに寄り添い、乳幼児期にこそ大事にしたい経験 

を保障していきます。   

子どもの時間がゆったりと流れます     

・   子どもの時にだけ体験できる 

 

子どもの時間をとても 

大切にしています。   

  

  

◎登降所やお便りについて 

 保育ＩＣＴシステムを導入し、タブレットから

登降所の確認、連絡等もスマートフォン等から

いつでも入力や確認ができるなど、安心で便利

な機能を導入しています。 

 


